
 

 

1 

規制の事前評価書 

 

１ 政策の名称 

  障害者差別解消支援地域協議会の事務に従事する者又は事務に従事してい

たものに対する秘密保持義務の新設 

 

２ 規制の目的、内容及び必要性等 

 

(1) 規制の目的 

  障害者差別解消支援地域協議会の事務に従事する者又は事務に従事して

いた者等に秘密保持義務を課すことにより、地域協議会における積極的な

情報交換、連携を促進させるとともに、差別事案の漏えいによる回復不可

能な損害を当事者に生じさせることを防止するため。 

 

(2) 規制の内容 

障害者差別解消支援地域協議会を構成する関係機関等の職員等に対し、

事務に関して知り得た秘密を保持する義務を課す。 

 

(3) 規制の必要性 

障害者差別解消支援地域協議会を構成する関係機関等の職員等は、差別

事案の相談者の個人情報又は差別したとされる事業者等の情報に触れるこ

とが予想されることから、規制の目的の達成のためには事務に関して知り

得た秘密を保持する義務が必要である。 

 

(4)法令（案）の名称とその内容 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（案） 

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害を理
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由とする差別の解消の推進に関し基本的な事項、行政機関等及び事業者に

おける障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めるもの。  

 

３ 想定される代替策 

障害者差別解消支援地域協議会の事務に従事する者又は事務に従事し

ていた者に対し秘密保持義務を課さない。 

 

４ 規制の費用・便益 

 ① 費用 

 【遵守費用】 

   ＜本対策案＞ 

         特に遵守費用は想定されない。 

   ＜代替案＞ 

         特に遵守費用は想定されない。 

 【行政費用】 

   ＜本対策案＞ 

         特に行政費用は想定されない。 

   ＜代替案＞ 

         特に行政費用は想定されない。 

 

 【その他社会的費用】 

   ＜本対策案＞ 

         その他社会的費用として増加する費用は想定されない。 

   ＜代替案＞ 

         その他社会的費用として増加する費用は想定されない。 

 

 ② 便益 

障害者差別解消支援地域協議会の相談者の個人情報及び事案情報を保

護することにより、これらの情報が悪用されることを防ぐとともに、障害

者差別解消支援地域協議会に対する国民の信頼性を確保し、その諸活動の

成果を上げることができる。 

代替案では、秘密保持義務が課されないことから、協議の過程で知り得

た秘密が漏洩されて、これらの秘密が悪用されるおそれ及び障害者差別解

消支援地域協議会関係者による事務に対する国民の信頼が失われ、十分に

その諸活動の成果を上げられない可能性が本法案よりも高い。 
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５ 政策評価の結果 

 本法案では、差別事案の当事者の個人情報等を保護することにより、こ

れらの情報が悪用されることを防ぐとともに、障害者差別解消支援地域協

議会関係者による事務に対する国民の信頼性を確保し、その諸活動の成果

を上げることができる。また、本法案では秘密保持義務を課すことによる

新たな費用が想定されない。 

また、代替案については、秘密保持義務が課されないことから、差別事

案に関する個人情報及び事業者等の情報が漏洩されることにより、差別事

案の個人情報が嫌がらせなどに悪用される可能性が排除できず、事業者に

対してはその事業の信用を失墜させ、回復不能の損害を与える可能性が高

くなると同時に、障害者差別解消支援協議会に対する国民の信頼性が失わ

れ、十分にその諸活動の成果を上げられないことを勘案すると、その影響

の大きさから、秘密保持義務を課すことが適当である。 

 

６ 有識者の見解その他関連事項 

障害者政策委員会に設置された差別禁止部会において相談、調整又は調

停を行う機関について、機関相談支援センターの活用や都道府県が設置す

る審議会その他の合議制の機関等の活用が提言されている。基幹相談支援

センターや都道府県が設置する審議会等の事務に従事する職員や審議会の

委員に対しては、当然に守秘義務が課されていることから、本法案の障害

者差別解消支援地域協議会の事務に従事する者又は事務に従事していた者

に対する秘密保持を義務付けることは、当初より想定されていたものと考

えられる。 

 

７ レビューを行う時期又は条件 

本法案では、法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施

行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。  

 

 


